
第２６回群馬県スポーツ少年団 

中学生柔道交流大会実施要項 

(無観客試合) 

１ 趣 旨  県下の柔道を愛好するスポーツ少年団員を一堂に会し、技術の向上と参加者相互の親睦を図り、

少年の健全育成と柔道の普及・振興に寄与することを目的とする。 

２ 主 催  公益財団法人群馬県スポーツ協会 群馬県スポーツ少年団 

３ 後 援  群馬県 群馬県教育委員会 群馬県柔道連盟 （公財）群馬県防犯協会  

（公社）群馬県柔道整復師会 群馬テレビ 上毛新聞社 

４ 主 管 群馬県スポーツ少年団柔道専門部会 

５ 日 時  令和４年９月１１日（日） 午前９時開場 

 

種目 選手集合時間 試合開始時間 

中学生男子 午前 ９時３０分 午前１０時００分 

中学生女子 午後１３時００分 午後１３時３０分 

※参加者は、集合時間に合わせて来場すること。早く来ても入場不可。 

 

６ 会 場  ALSOKぐんま総合スポーツセンター ぐんま武道館 第１道場 

（〒371-0047 前橋市関根町 800番地 TEL 027-234-5555) 

７ 参加資格 （１）中学１年生から中学３年生の男女とする。 

（２）日本スポーツ少年団登録済みの団員であること。 

（３）申込責任者・監督及びコーチは、少なくとも２名のスポーツ少年団の理念を学んだ指導

者（コーチングアシスタントやスタートコーチ（スポーツ少年団）、認定育成員または認

定員の有資格者）であることとする。 

ただし、令和 4 年度に限り理念を学んだ指導者が２名に満たない団においては、スポ 

ーツ少年団登録をした理念なしの指導者や役員・スタッフであっても参加できることと

する。 

（４）スポーツ傷害保険に加入済みであること。 

（５）保護者の承諾を得ている者。（承諾書は当日朝受付に提出） 

（６）重複した団体からの出場は禁止する。 

８ 競技方法 （１）各学年別とも体重別の個人戦で、トーナメント戦により行う。  

（但し、人数が少ないときは、リーグ戦により行う。） 

（２）体重別の試合とし、体重区分・組合せについては本部一任とする。 

（３）競技時間は 2分間とする。 

９ 審判規定  （１）最新の国際柔道連盟試合審判規定及び「国内における少年大会特別規定」を適用する。 

（２）優勢勝ちの判定基準は、「一本」「技有」「僅差」「判定」とする。 

   「僅差」とは、双方の選手間に技による評価（技あり）がない、又は同等の場合 

「指導」差が２以上あった場合に少ない選手を「僅差」による優勢勝ちとする。 

１差以下であれば旗判定で勝敗を決定する。（延長戦は行わない） 

10 表 彰   各種別とも優勝・２位・３位に賞状及びメダルを贈呈する。 

※コロナウイルス感染症対策として表彰式は行わない。 

入賞した団の代表者が大会本部にて賞状およびトロフィーの受け取りを行う。 

11 参加料   １人 ５００円 （当日受付で納入する。） 



12 参加申込先  各単位団は別紙申込み用紙により、令和４年７月１１日（月）までに当該の市町村スポーツ

少年団に Excel データ及び紙媒体にて提出すること。 

         ※申込みの際、スポーツ少年団登録システム「名簿のダウンロード」から登録者名簿を 

          ダウンロード及び印刷し添付すること。 

各市町村スポーツ少年団事務局は申込書を取りまとめ令和４年７月１５日（金）までに下記あ

てメール（Excel データ）及び郵送で申し込むこと。 

（申込み締め切り以後は一切受け付けない。申込みの際、スポーツ少年団登録システム「名簿

のダウンロード」から登録者名簿をダウンロード及び印刷し添付すること。） 

申込書は「群馬県スポーツ協会」ホームページからもダウンロードできます。 

〒376-0001 桐生市菱町１－２９－７ 

群馬県スポーツ少年団柔道専門部会事務局 髙橋 幸夫 宛 

TEL/FAX:0277-22-5023 携帯：090-3064-9739 

Ｅ-mail：y.takahashi@kuc.biglobe.ne.jp 

 

※組み合わせの都合上 Excelデータと紙媒体両方の申し込みをお願いします。 

 

13 組み合わせ  令和４年８月７日（日） 事務局（柔道専門部会員）による責任抽選とする。 

14 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 

(1) 参加団体は、引率責任者・選手など、当日来場する者を「健康状態申告書」に記入し、 

各チーム一括でまとめて当日大会受付に提出すること。 

(2) 各単位団で入場できる引率責任者は１名とする。 

(3) 試合中を除き、原則マスクを着用すること。当日未着用者は会場への入場を認めず配布も行わない。 

また、マスクをしまう袋を持参し、マスクを外す時はその袋にしまうこと。 

(4) 会場内では、いかなる場面においても密集・密接を避け 

（他の人との前後左右の距離を極力２ｍとる）、特に対面での会話や接触行為 

（握手、ハイタッチ、ハグ等）や声を出しての応援は禁止とする。 

(5) 会場内の指定場所以外は飲食禁止とする。(水分補給は除く) 

(6) 各自ごみ袋を持参し、ごみを持ち帰ること。 

(7) 大会当日は、待機場所や観戦場所、動線誘導等、大会運営員の指示を遵守すること。 

(8) 大会当日、新型コロナウイルスの感染が疑われる症状（３７．５度以上の発熱・風邪症状・胸部不 

快感・強いだるさや倦怠感・味覚嗅覚を感じないなど）がある場合は参加を認めない。 

(9) 大会前日から１４日前までに、新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある場合や過去１４日 

以内に濃厚接触者と特定された場合は参加を認めない。ただし、ＰＣＲ検査などで陰性が確認でき 

ている場合には参加を認める。 

(10)大会参加者に感染が判明した場合、速やかに群馬県スポーツ少年団本部（℡027-234-5555）に 

連絡する。その際、感染者の健康状態申告書に記載された情報を関係機関に公表する場合がある。 

(11)健康状態申告書に記入された内容の虚偽や、大会運営において著しい妨害行為 

（マスク未着用、大会運営員の指示に従わない等）が認められた参加者ならびにチームに、 

大会参加の取り消しや以降の活動へのペナルティを課す場合がある。 

15 その他  

（１）選手の体重申告は、必ず正確にすること。体重等において、著しく要項に反する行為が 

認められた場合は、その単位団に１年間の出場停止処分等を課するものとする。 



（２）脳振盪対応について、選手および指導者は下記事項を遵守すること。 

（a）大会前１ヶ月以内に脳振盪を受傷した者は、脳神経外科の診察を受け、  

出場の許可を得ること。 

（b）大会中、脳振盪を受傷した者は、継続して当該大会に出場することは不可とする。 

（なお、至急、脳神経外科の専門医の精査を受けること。） 

（c）練習再開に際しては、脳神経外科の診断を受け、許可を得ること。 

（d）当該選手の指導者は大会事務局及び全柔連に対し書面により事故報告書を提出すること。 

（３）大会における怪我などについては、主催者側は応急処置のみとする。 

（４）選手は、スポーツ少年団団員章を左腕に付けること。 

（５）参加団体は、単位団旗を持参すること。 

（６）全日本柔道連盟からの通達による「コーチの振る舞い」について、を守ること。 

（７）試合場には無観客試合とするため選手・各団責任者・大会役員・審判員・係員・報道記者以外 

は入れない。なお、監督は審判員に準じた服装とする。 

（８）駐車場については、イベント駐車場を利用すること。 

（９）ゴミは各団体で持ち帰えること。（飲料水のみ） 

（10）貴重品は各自で管理すること。 

（11）その他詳細について不明な点があれば申込先へ問い合わせをすること。 

（12）男女ともに更衣室利用不可のため自宅より柔道着着用または会場についてから駐車場（自家用車 

内）での着用とする。 

（13）選手・監督・コーチは動線に沿って試合会場に進む。観覧席では１席の間隔を空けて座ること。 

また、出入口付近では立ち止まり観戦してはいけない。 

     （14）消毒スプレー又は除菌スプレー等の用意をすること。 

     （15）下足袋を持参し個々で管理すること。 

     （16）試合において、敗戦した選手は、会場から速やかに退出すること。 

      （17）警戒レベル４や緊急事態宣言、まん延防止等重点措置が発令された場合は本大会を中止とする。 


